
厚生労働大臣医療事故対策緊急アピール 

医療事故が話題にのぼらない 日がない程、 最近、 医療事故が相次いでおり、 

さらにほ医療事故に 起因して医師が 逮捕される等、 あ って ほ ならない事件も 

起こっております。 

医療は生命を 守り、 健康を保持するためにあ るものですが、 医療事故の頻 

発はこのような 医療本来の役割に 対する国民の 期待や信頼を 大きく傷つける 

ものと言わざるを 得 ません。 

厚生労働省としてほ、 医療安全を医療政策の 最重要課題のひとっとして 位 

置付け、 平成「 4 年 4 月に関係各界の 方 尺 のご意見を基に「医療安全推進 総 

含 対策」を策定し、 医療安全対策の 充実に取り組んできたところであ ります。 

まだ、 全国の医療関係者の 皆様方におかれましても、 医療現場における 安全 

対策の推進に 種尺御 尽力頂いているものと 承知しております。 

しかし、 最近の状況を 考えると、 この様な状況が 続けば国民の 医療に対す 

る 信頼が大きく 揺らぎ、 取りかえしのっかぬ 事態に陥るのではないかと 危惧 

しております。 

そこで、 このような事態に 陥らないように 全国の医療関係者の 皆様方にお 

かれましては、 医療事故を防止し、 国民が安心して 医療を受けることが 出来 

るよ う 、 安全管理対策の 更なる推進に 御 尽力を い ただきますよ う 心からお 願 

い 申し上げます。 

さらに、 木日の要請に 先立ちまして 私から厚生労働省の 担当部局に対し、 

「 人 」、 「施設」、 「もの」の姉つの 柱をたて、 新たな取り組みあ るいは、 対策 

の 強化を進めるよう 強く指示したところであ ります。 
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具体的には、 

「 人 」に関する対策として、 

①「 6 年度より始まる 医師臨床研修必修化に 併せて研修医への 安全意識の徹 

底を図るとと 何に、 学術団体等が 行 う 生涯教育に資する 講習余の受講を 求 

めるなどの医師・ 歯科 E 師の資質向上への 取り組みを進め、 医師・歯科医 

師 としてのあ るべき知識・ 技術・倫理の 徹底を図る。 

②刑事事件とならなかった 医療過誤等にかかる 医師法等上の 処分の強化を 図 

るとともに、 刑事上、 民事上の理由を 問わず、 処分を受けた 医師・歯科医 

師 に対する再教育制度について 検討する。 

③産業医を十分に 活用して医療機関職員に 対する安全・ 衛生管理の登底を 図 

る 

「施設」に関する 対策として、 

①第三者機関による 事故事例情報の 収集・分析・ 提供のシステムの 整備や、 

医療機能評価機構等の 外部機関による 評価の受 審 促進等を通じて 医療機 

関 評価の充実を 図る 

②手術室や集中治療室などのハイリスク 施設・部署におけるリスクの 要因 

の 明確化を図り、 安全ガイドラインの 作成を進める 

③手術の画像記録を 患者に提供することによって、 手術室の透明性の 向上 

を 図る 

④小児救急システムの 一層の充実を 図る 

⑤地域の中核となっている 周産期医療施設の 万一フン病院化の 研究を進め 

る 

⑥病院設計における 安全思想の導入の 強化を図る 
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医薬品・医療機器・ 情報等の「ちの」に 関する対策として、 

①例えばがんなどのように 治療に際して 手術、 化学療法、 放射線療法や 骨 

髄 移植等の異なる 治療法が出来る 場合の、 その選択に係る 日 BM を確立 

し、 それらをガイドラインとしてまとめる 

②二次元コードや l C タ グ を使った医薬品の 管理や名称・ 外観の類似性評 

価のためのデーターべ ー スの整備、 抗がん 剤 等の特に慎重な 取り扱いを 

要する薬剤の 処方に際する 条件を明確化することなどを 通じて薬剤等の 

使用に際する 安全管理の徹底を 図る 

③万一 ダ l 」ンバシステムの 活用ゆ点滴の 集中管理、 患者がバーコードリー 

ダーを所持して 薬ゆ 検査時に自らが 確認を行うなど、 l T を活用した 安 

全対策の推進を 図る 

④輸血医療を 行 う 医療機関での 責任医師及び 輸血療法委員会の 設置、 特定 

機能病院等での 輸血部門の設置により、 輸血の管理強化を 図る 

⑤新しい技術を 用いた安全面でも 優れた医療技術の 研究開発などを 推進し 

ていく 

厚生労働省としては、 今後とも国民の 信頼確保のため 全力を傾けて 参りま 

す。 医療関係者の 皆様方の御理解と 御協力を重ねてお 願いいたします。 
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平成 15 年 3 月 24 日 

新たな看護のあ り方に関する 検討会報告書 

はじめに 

生検討会は、 平成 14 年 5 月 31 日に第 1 回の検討会を 開催し、 少子 高 

齢 化の進展・医療技術の 進歩、 国民の意識の 変化、 看護教育水準の 向 

上などに対応した 新たな看護のあ り方について、 看護の質の向上と 在 

宅 医療の推進の 観点から、 医師と看護郎等との 連携のあ り方、 医療技 
術の進歩に伴 う 看護業務の見直し、 これらを推進するための 方策等を 

検討課題として 議論を開始した。 

平成 14 年 9 月 6 日の第 5 回の検討会においては、 それまでの議論を 

整理するとともに、 医師の指示に 基づく看護 師 等による静脈注射の 実施 

ほ ついて、 診療の補助行為の 範 跨 として取り扱うこととすべきであ り、 あ 

わせて、 看護基礎教育や 卒後の医療機関等における 研修についての 取 

組みを促進する 必要があ ることなどを 中間まとめとしてとりまとめた。 

更に、 その後も審議を 重ね、 本日まで 13 回にわたり、 国民のニーズ 

に 応え、 患者の生活の 質を向上させるための 療養生活支援の 専門家と 

しての望ましい 看護のあ り方と、 医師等との連携のあ り方、 それを推進 

するための看護教育の 課題と対応、 更には、 看護 師 等の専門性を 活用 

した在宅医療の 推進のあ り方やそのための 環境整備について 議論を行 

ってきた。 本報告書は、 その結果をとりまとめたものであ る。 

なお、 適切な医療・ 看護サービスを 提供する上では、 医師、 看護 師 、 

薬剤師その他の 医療関係職種が 協同することが 不可欠であ ることから、 

生検討会では、 看護のあ り方を検討する 過程で他職種との 役割分担や 

連携のあ り方についても 議論を行った。 これらについては、 看護のあ り 

方を示すために 必要な範囲内において、 本報告書に記載することにした 

ものであ る。 
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    患者の生活の 質の向上のための 専門性の高い 看護判断と看護技術 

の提供に向けて 

(1) 看護をめぐる 現状と課題 

0  人口の高齢化、 疾病構造の変化、 国民の意識の 変化、 医療技術の 

進歩など医療をめぐる 環境の変化の 中で、 入院時を含めて、 生活の 

質を向上させ、 また、 住み慣れた地域の 中で療養生活を 送りたいとい 

う 患者のニーズが 増大してきている。 

0  看護知識の増加、 看護技術の発達、 看護教育の高度化等により 看 

護 郎等の知識・ 技能は大きく 向上してきている。 一方、 医療に対する 

国民のニーズは 拡大、 多様化し、 看護 師 等に期待される 役割は拡大 

しっつあ る。 

0  また、 患者の生活の 質を向上させるための 療養上の世話に 関する 

判断と実践については、 教育の現場では、 看護基礎教育における ヵ 

リキュラムの 大半を占めており、 看護判断により 適切なケアが 行える 

よう、 重点的な教育が 行われている。 それにもかかわらず、 医療現場 

においては、 看護師の判断を 生かした適切なケアが 行われていると 

は、 必ずしも言えない 実情もあ る。 

0  特に、 病院内における 看護の実情を 見ると、 診療の補助のみなら 

ず 、 療養上の世話についても、 看護師の側から 医師の指示を 求めて 

い るという状況もあ る。 これは、 法律や医師による 要請があ るというわ 

けではなく、 むしろ、 単なる慣習として 行われていたり、 看護郎等の役 
割や責任についての 認識の不足など 様々な背景があ ると考えられ 

る 。 

0  また、 在宅医療においては、 訪問看護の開始や 継続は、 医師の訪 

問 看護指示 書 に基づいて行われるが、 患者の症状の 変化があ ったと 

き、 新たに個別具体的な 指示を必要とすることとなる。 このため、 多く 

の在宅療養者の 主治医と連携して 活動している 訪問看護ステーショ 

ン では、 必要なケアの 提供までに時間を 要し、 患者・家族の 切実な要 
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望 に応えられない 場合もあ る。 

0  こうした国民のニーズ、 看護をめぐる 現状と課題を 考えると、 これか 

らの時代の要請に 応じた看護のあ り方や医師等の 他の医療関係職 

種との連携のあ り方などについて、 我が国の医療提供体制にお い 

て 、 患者，家族のためにより 良いケアを如何に 提供するかといった 視 

点で改めて検討し、 明らかにする 必要があ る。 

0  また、 諸外国の事情については、 平成 13 年度厚生労働科学研究 

「諸覚国における 看護師の新たな 業務と役割」によれば、 看護 師 の 裁 

量の範囲、 役割・業務が 変化し拡大しっ っ あ る諸外国も少なくない。 

この点については、 それぞれの医療制度等の 違い き 踏まえて考慮す 

る 必要があ る。 

(2) 時代の要請に 応じた看護のあ り方、 医師等との連携のあ り方 

0  患者のニーズに 応じて、 より良い医療・ 看護サービスを 提供していく 

ためには、 看護節筈 は 、 医師、 薬剤師その他の 医療関係職種ととも 

に 、 それぞれの専門性を 十分に発揮しながら、 相互の信頼関係の 下 

に 密接に連携することが 重要であ る。 

0  その中で、 看護節筈 は 、 患者の生活の 質の向上を目指し、 療養生 

活支援の専門家として、 その知識・技能を 高め、 的確な看護判断を 行 

い 、 適切な看護技術を 提供していくことが 求められている。 特に、 慢性 

疾患の患者や 高齢者の増加を 踏まえると、 従来以上に患者の 自己回 

復力を引き出し、 支える働きかけや 合併症等を予防するためのかか 

わりを強化することなどの 必要性が高まっている。 

0  在宅で療養中の 患者をはじめとして、 患者の生活の 質の向上を図 

るためのケアを 迅速かっ適切に 提供するという 観点からは、 医師と看 

護郎等の十分な 連携と信頼関係の 下で、 患者に起り ぅる 病態の変化 

にも対応可能な 医師の指示に 基づき、 看護節筈が適切な 観察と看護 

判断を行い、 患者に対して 適切な看護を 行 う ことが望ましいと 考える 
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れる。 

この場合、 看護節筈 は 、 その後の患者の 状態についての 観察結果 

や看護の立場からの 判断を医師等に 適切に伝え、 より良いケアを 行 

っていくことが 必要であ る。 

0  いわぬ る 「包括的指示」を 含めた医師と 看護 師 等の連携のあ り方、 
医師の指示の 仕方、 看護郎等からの 報告のあ り方については、 それ 

ぞれの資格、 経験、 専門性、 患者の病態、 医療行為の内容等に 応じ 

て 異なるものであ ることに十分留意しなければならない。 

この点も踏まえっ っ 、 療養生活の支援については、 看護郎等 が 、 知 

識・技能を高め、 医師等との適切な 連携のもとに、 その専門性、 自律 

性を発揮し、 患者の生活の 質の向上に資する 的確な看護判断を 行 

い、 適切な看護技術を 提供していくことが 求められている。 

0  また、 療養上の世話については、 行政解釈では 医師の指示を 必要 

としないとされているが、 療養上の世話を 行 う 場合にも、 状況に応じて 

医学的な知識に 基づく判断が 必要となる場合もあ る。 このため、 患者 

に対するケアの 向上という観点に 立てば、 看護 師 等の業務について、 

療養上の世話と 診療の補助とを 明確に区別しょうとするよりも、 医療 

の 現場において、 療養上の世話を 行う際に医師の 意見を求めるべき 

かどうかについて 適切に判断できる 看護郎等の能力、 専門性を養っ 

ていくことが 重要であ る。 

0  例えば、 食事 ( 一般病人食 ) の形態、 安静度、 清潔の保持の 方法な 

どは ついては、 治療方針を踏まえ、 患者の状態に 応じて、 看護節筈が 

判断し 、 行 う べきものであ る。 

0  また、 苦痛の緩和が 看護の重要な 機能のひとつであ るという観点、 
から、 疫病、 呼吸困難、 発熱、 不眠、 便秘等の諸症状の 緩和のため、 

療養生活の実態を 最も把握している 看護節筈が観察や 看護判断を 

行 う とともに、 まず、 様々な看護技術を 駆使して、 患者の安全や 安楽 

を確保することが 重要であ る。 
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0  更に、 医薬品等による 症状緩和が必要であ る場合においては、 医 

師により処方された 医薬品等の使用方法について、 患者の症状に 応 

じた医薬品等の 量の増減を可能とする 医師の指示の 範囲内にお い 

て 、 患者の症状を 観察した看護節筈が 症状に応じて 適切な服薬を 支 

援することが 望ましい。 

0  なお、 療養上の世話については、 用語が適切かどうか 検討の余地 

はあ るが、 看護節筈が行 う ことができる 業務を、 フランスのように 限定 

して個別に列挙するよりも、 我が国においては、 抽象的な枠組みの 中 

で、 時代の要請に 応じて中身を 充実させていくことの 方が、 看護節筈 

が医師等と適切に 連携しっ っ 、 その自律性、 専門性を発揮し、 より 良 

い ケアを提供する 上で適当であ ろう。 

0  また、 これからの医療においては、 インフオームド・コンセントを 前提 

に 、 看護節筈 は 、 患者，家族と 十分にコミュニケーションを 行い、 看護 

ケアの内容、 検査等についてわかりやすく 丁寧に説明するとともに、 

患者・家族が 自らの意向を 伝えることができるよ う 支援したり、 時には 

代わって伝える 役割を担 う など、 患者・家族が 医療を理解し、 より良 い 

選択ができるよ う 支援することが 必要であ る。 
更に、 こうした患者・ 家族との十分なコミュニケーションとそれに 基づ 

く信頼関係のもと、 専門的な看護を 提供するとともに、 家族でなけれ 

ば 担えば ぃ 患者に対する 精神的な支援機能や 患者の自己回復 力を 

最大限引き出し、 生かせるような 看護 師 等の関わり方が、 これからの 

看護のあ り方として必要であ る。 

(3) 望ましい看護のあ り方の昔 及 に向けて 

0  看護郎等 が 、 こうした要請に 応え、 その役割と責任を 果たしていくた 

めには、 今後ますます、 看護 師 等の判断力や 責任能力を向上すると 

ともに、 更には、 豊かな人間性や 人権 を尊重する意識の 港 養 、 コミュ 

ニケーション 能力の向上が 求められており、 看護 師 等の養成のあ り方 

ほ ついての様々な 課題に取り組んでいく 必要があ る。 
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0  また、 看護業務の複雑・ 多様化、 国民の意識の 高まり、 医療安全に 

関する意識の 向上の中で，学生の 看護技術の実習の 範囲や機会が 

限定される傾向にあ る。 
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0  患者・家族に 対して医療・ 看護サービスの 内容について 十分な情報 

提供を行い、 信頼関係を築くとともに、 医療関係職種が 共通の認識の 

もとに十分に 機能を果たして、 適切なサービスの 提供ができるよ う に 

するためには、 いわゆるクリティカルパス ( 入院診療計画 ) や在宅療 

養患者を支援するための 看護プロトコール ( 看護判断規準 ) の普及 を 

図ることも必要であ ろう。 

0  これらの導入やその 具体的な内容については、 個々の医療機関に 

より異なるものであ り、 更に 、 個々の患者の 病態に応じた 適切な判断 

が重要であ ることに留意しっ っ 、 その医療機関に 適したものの 作成を 

支援するため、 標準的な看護プロトコールなどを 更に開発することも 

考慮する必要があ る。 

2  看護郎等の専門性を 活用した在宅医療の 推進 

0  今後ますます 二一 ズが 拡大する在宅医療においては、 医療ニーズ 

の 高い在宅療養者に 対する看護ケアを 適切かつ迅速に 提供するた 

めには、 在宅医療への 医師の積極的な 取組みとあ わせて、 看護節筈 
が 患者の病態の 変化に対応した 的確な看護判断を 行い、 適切な看護 

技術を提供していくことが 必要であ る。 

0  また、 適切な在宅医療を 提供するためには、 医師、 看護 師 、 薬剤師 

等が、 それぞれの専門性を 十分に発揮しながら、 相互の信頼関係の 

下 に密接に連携することが 重要であ る。 

(,M) 在宅がん末期患者の 適切な疫病緩和ケアの 推進 

0  看護 師 等の専門性を 活用した在宅医療を 進める上で、 増加が予測 

される在宅がん 末期患者に対して 喀 痛の適切な緩和を 行 う ことが課 

題となっている。 

O がん患者の喀 痛 に対しては、 それが全人的な 痛みであ ることを 十 

一 25 一 



に
そ
等
 

要
 

 
 

 
 

 
 

 
 

護
 

ア
 
生
る
 
使
 
の
ぺ
 

 
 

 
 

緩
 

角
 
を
 

%
 

 
 

の
 

 
 

理
 

 
 

そ
 

の
 

す
る
 

看
 ど
 

て
、
 

有
 

ド
 

 
 

使
あ
 
㌧
 
よ
エ
 

・
・
 

 
 や
 
Ⅹ
 

且
，
し
 

看
こ
 

 
 

臥
内
 

へ
 
る
 

自
 

な
 
を
よ
 

O
 

O
 

O
 O
 

O
 

O
 

一 26 一 



があ る。 

0  この場合、 医師と看護郎等の 実際の連携のあ り方は、 能力、 資格、 
経験、 専門性等に応じて 個々に異なるものであ り、 それぞれの場合に 

相応しい対応が 求められる。 いずれの場合であ っても、 麻薬による 治 

療 開始の決定や 種類の選択は、 医師の責任において 行われるもの 

であ り、 患者の喀痛の 状況等の判断は、 看護節筈が責任をもって 行 

ぅ 必要があ る。 

0  麻薬については、 麻薬及び向精神薬取締法等の 関連法規を遵守 し 

つ っ、 処方、 運搬、 管理、 使用、 廃棄方法等の 取扱い方法を、 医療現 

場に周知していくことが 必要であ る。 

， まず、 注射による場合には、 安全性を確保するため、 バルーン式 

ディスポー ザ ブルタイプのものや、 シリンジポンプ 式が使用。 Ⅰて 

いるところであ る。 ただし、 在宅での使用は、 患者を含む他の 者に 

よって注入速度の 変更が出来ず、 また、 薬液を取り出せない 構造 

になっているものに 限られている。 

  また、 内服薬等の場合については ，医師がレスキュードーズ とし 

て使 m することが必要であ ると判断した 場合における 適正使用， 
管理、 その他の取扱いたっけて 更に具体的に 検討することが 必 

要 であ る。 

0  また、 インフォームド・コンセントを 前提に，医師、 看護節筈、 薬剤 

師、 患者・家族等の 関係者が相互の 信頼関係の下に 連携し、 適切な 

ケアが行われ、 患者・家族が 喀 痛の管理を不安や 無理なく自分の 生 

活に取り込むことができるよ う 、 がん末期疾病管理等についての 標準 

的な在宅療養プロトコールの 見直しを行い、 医師、 看護 師 等の連携 

のあ り方は個々に 異なることに 十分配慮しながら、 その普及を図って 

いくことが必要であ る。 

0  また、 麻薬製剤供給のため、 薬局は開局時間以外の 緊急時の要 

請に対応できる 体制整備を徹底するとともに、 在宅において 麻 

薬 製剤が不用になった 場合の廃棄については、 医療機関や薬局 
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に 返却するよ う 指導されていることが 看護 師 等にも周知される 

必要があ る。 

(2) 在宅医療を推進するためのその 他の関連諸制度の 見直し 

0  我が国の医療制度は、 病院や診療所で 医療が行われることを 前提 

に構築されてきた 経緯もあ り、 今後一層在宅医療を 推進していく 上で 

は 、 関連諸制度の 見直しを行っていくことが 必要であ る。 当 検討会と 

しては、 上記のほか、 問題提起のあ った以下の諸点について、 次の 

よ う に考える。 

① 在宅で死を迎える 患者への対応 

0  患者や家族が 安心して在宅療養を 行うことができるようにするため 

には、 患者・家族、 医師と看護節筈 が、 他の医療関係職種を 含め、 相 

互の信頼関係の 下に密接に連携することが 重要であ る。 

0  これは、 在宅で患者が 死亡した際の 対応についても 同様であ るが、 

現状においては、 医師と看護郎等の 連携が十分でな い ことや、 死亡 

診断書等の手続が、 看護郎等を含め、 十分に周知されていないこと 

等により適切でない 場合があ り、 患者や家族が 安心して臨終まで 在 

宅 療養を継続できない 要因のひとつになっていると 指摘されている。 

0  このため、 看護節筈 は 、 患者の死亡に 関係する手続 や 、 役割、 責 

任は ついて十分に 理解するとともに、 患者の死亡が 近いと予期される 

場合には、 家族を含めて 事前に医師と、 患者の死亡に 際しての連絡 

方法や対応について 十分に確認を 行っておくことが 必要であ る。 

0  診療継続中の 患者は、 受診後 24 時間を超えて 死亡した場合でも 

改めて医師による 死後診察を行い、 生前に診療していた 傷病が死因 

と判定できれば、 医師は死亡診断書を 発行できること、 警察署への届 

出は異状があ ると認めたときのみ 必要であ ることなど、 患者の死亡 に 

際しての手続、 取扱いについて、 看護 師 等も理解しておくことが 必要 

一 28 一 



であ る。 

  

あ
を
ム
 

要
 
が
え
 
べ
 

旦
ク
 

示
ノ
 

上
 
な
が
 

 
 

で
 

-
 
目
 
 
 必
等
伝
す
 

 
 

 
 

 
 

質
 が
 
師
に
に
 

 
 の

 

 
 

 
 

ア
 

ケ
 

自
 

く
 。
 

Ⅹ
Ⅰ
 

写
生
）
 

の
 

あ
、
 

、
 
）
 

斗
 
Ⅱ
 
Ⅱ
 

 
 

も
 
く
 

る
と
 

へ
 
は
あ
 

O
 

O
 

O
 
②
 O
 

O
 

一 29 一 



づくりを進めることが 適当であ る。 

0  更に、 医療機器・衛生材料の 供給が確保できない 場合は、 一定の 

衛生材料等については、 訪問看護ステーションが 供給することが 適 

当かどうかについても 検討がなされることが 望まⅡ ) 。 

③
 

在宅における 注射の取扱い 

0  看護郎等による 静脈注射の実施が 可能になったが、 医師の指示を 

受けて看護節筈が 単独で訪問して、 静脈注射、 筋肉注射等を 行って 

も、 診療報酬を請求できないことになっており、 訪問看護 師等 が行う 

場合の評価のあ り方について 検討が行われることが 望まれる。 

一 30 一 



おわりに 

高齢社会の到来、 疾病構造の変化、 国民の意識の 変化等の中で、 療 

養中も、 より高い生活の 質を確保し、 また、 住み慣れた地域の 中で療養 

生活を送りたいという 国民のニーズは 増大してきている。 こうした二一 ズ 

に 応え、 患者の生活の 質の向上を目指したより 良いケアを提供していく 

ことは、 医療提供体制全般の 改革の中でも 主要な課題のひとつとなって 

いる。 

このため、 看護郎等 は 、 療養生活支援の 専門家として、 医師、 薬剤師 

その他の医療関係職種・ 福祉関係職種との 適切な役割分担と 連携のも 

とに、 その専門性と 自律性を発揮し、 的確な看護判断を 行い、 適切な 看 

護 技術を提供していくことが 求められている。 

生検討会は、 国民が安心して、 より質の高い 生活を送ることができる 

社会の実現に 向けて、 本報告書で提言した 望ましい看護ケアが、 在宅 

医療を含めた 医療の分野で 普及・実現していくことはもちろん、 更に、 看 

護 師等が 、 福祉施設、 学校保健の領域などの 分野でも、 その機能と役 

割 をより積極的に 果たしていくことを 期待するものであ る。 
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